
短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護） 重要事項説明書 

介護老人保健施設 みどりの丘 

 

１． 施設の概要 

（１） 施設の名称等      

・ 施設名        介護老人保健施設 みどりの丘 

・ 開設年月日      平成 ７年 ９月２６日 

・ 所在地        宮崎県日南市大字隈谷甲１２１８－１ 

・ 電話番号       ０９８７－２７－２５２５ 

・ ＦＡＸ番号      ０９８７－２７－２５２９ 

・ 管理者        水田 能久 

・ 介護保険指定番号   介護老人保健施設 ４５５０４８００２６ 

（２） 運営方針 

施設は、介護保険法の基準原則に基づき次の目的を達成するために、運営されるも

のとする。 

１． 施設は、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及

び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、利用

者がその有する能力に応じ自立した日常生活上を営むことができるようにす

るとともに、利用者の居宅における生活への復帰を目指す。 

２． 施設は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って短期入所

療養介護（介護予防短期入所療養介護）サービスの提供に努める。 

３． 施設は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結びつきを重視した運

営を行い、市町村、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、他の介護老人

保健施設、その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接

な連携に努める。 

  （３）施設の職員体制 

職 種 定員（３：１） 名 夜間（ ）内再掲  

医 師 １名   

看 護 職 員 ７名以上 （１）  

介 護 職 員 １５名以上 （２）  

理 学 療 法 士 １名以上   

支 援 相 談 員 １名   

介護支援専門員 １名   

栄 養 士 １名   

事 務 職 員 １名   

  （４）入所定員等    

       短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）の利用定員数は、利用者が申込

みをしている当該日の介護老人保健施設サービスの定員数より実入所者数を差

し引いた数とする。 

 

 



２． 利用者に対するサービスの内容 

① 医学的管理・看護 

施設は、要支援及び要介護者を対象としていますが、医師、看護師が常勤しています

ので、利用者の状態に照らして適切な医療・看護をおこないます。 

② 介護 

看護及び医学的管理の下における介護は、利用者の自立の支援と日常生活に充実に資

するよう利用者の病状及び心身の状況に応じ、適切な技術をもって行う。 

③ 機能訓練 

原則として機能訓練室で行いますが、施設内でのすべての活動が機能訓練のためのリ

ハビリテーション効果を期待したものです。 

④ 食事（原則として食堂でおこないます。） 

朝食  ７時００分～ ８時３０分 

昼食 １１時００分～１２時３０分 

夕食 １７時００分～１８時３０分 

⑤ 入浴 

一般浴槽のほか、入浴に介助を要する利用者には特別浴槽で対応致します。 

利用者は、週に最低２回ご利用いただけます。だだし、利用者の身体の状況に応じて

清拭となる場合があります。  

⑥ 相談援助サービス 

支援相談員は、常に利用者の心身の状況、病状、その置かれている環境等の的確な把

握に努め、利用者又はその家族に対して相談に適切に応じるとともに必要な助言、援

助を行う。 

⑦ その他のサービス 

利用者のためのレクリエーション行事を行うとともに、常に利用者の家族との連携を

図るとともに利用者とその家族との交流の機会を確保する。 

３． 利用料金 

（１） 介護保険制度では、要介護認定の程度により利用料が異なります。料金については

別紙１をご参照下さい。 

（２） 毎月１０日までに、前月分の請求書を発行いたしますので、その月の月末までにお

支払いください。お支払いいただきますと領収書を発行いたします。 

（３） お支払い方法は、現金・銀行振込・口座引落の３方法があります。契約時にお選び

ください。 

４． 施設利用に当たっての留意事項 

① 面会は、午後１３時３０分から午後５時００分までとする。 

② 外出・外泊は所定の用紙に記入の上、届け出てください。 

③ 指定した場所以外で火気使用又は喫煙を行はないこと。 

④ 施設の設備・備品の利用又は所持品・備品等の持ち込みは、施設の許可を取って下さ    

い。 

⑤ 外泊時等の施設外での受診には、施設の医師の紹介状が必要です。 

⑥ 宗教活動・営利行為・特定の政治活動及びペットの持ち込みは禁止といたします。 

⑦ 金銭及び貴重品の管理は、ご希望があれば所定の書類にご記入頂き管理いたします。 



５． 受給資格等の確認 

施設は、短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）サービスをご利用申し込みに当

たり、利用者の被保険者証によって被保険者資格の確認及び要介護認定（介護予防にあっ

ては要支援状態）の有無又要介護認定（介護予防にあっては要支援状態）の有効期間を確

認させていただきます。 

６． 非常災害対策 

（１） 防災設備：消火器、消火栓、非常通報装置・非常館内放送設備・スプリンクラー 

（２） 防災訓練：非常災害に備えるため、防災計画により年２回以上行います。 

７． 身体拘束等 

原則として、利用者に身体拘束を行いません。ただし、自傷他害の恐れのある等緊急やむ

を得ない場合は、施設管理者又は医師が判断し身体拘束、その他利用者の行動を制限する

行為を行うことがあります。 

８． 緊急時の対応 

利用者の状態が急変した場合や専門的な医学的対応が必要と判断した場合は、協力医療機

関又は他の専門的機関を紹介いたします。その場合利用者及び扶養者が指定する者に対し、 

緊急に連絡します。 

９． 協力医療機関等 

当施設では、下記の医療機関に協力いただいています。 

 協力医療機関 

  ・名称   （医）慶和会 河野医院 

  ・住所   日南市木山１丁目５番１３号 

 協力歯科医療機関 

  ・名称   おなが歯科医院 

  ・住所   日南市春日町４番６号 

 

１０．要望又は苦情の相談 

  当施設ご利用に対しての要望又は苦情等については、担当支援相談員にお寄せいただければ、

速やかに対応いたします。そのほか、備え付けの用紙に記入し、所定の場所に設置する「ご

意見箱」に投函して申し出ることも出来ます。 

１１. 苦情の受付について 

  (１)当施設における苦情やご相談は、以下の専用窓口で文書にて速やかに対応いたします。

そのほか、備え付けの用紙に記入し、所定の場所に設置する「ご意見箱」に投函して 

申し出ることも出来ます。 

・苦情受付窓口（担当者）受付時間  毎週月曜日～金曜日８：３０～１７：００ 

    〔 職 名〕  管 理 者 水田 能久（医師） 

受付窓口  門川 傑 (支援相談員) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２．事故発生時の対応 

  （１）当施設は、利用者に対する介護保健施設サービスの提供により事故が発生した場合は

速やかに市町村、利用者等の家族に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。 

（２）利用者に対する介護保健施設サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、

当施設は、利用者に対して、損害を賠償するものとする。 

（３）当施設は、利用者に対する介護保健施設サービスの提供により事故が生じた際は、そ

の原因を解明し、再発防止を防ぐための対策を講じる。 

 

１３．その他 

  当施設についての利用方法・その他の事項については、支援相談員にご相談ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・宮崎県国民健康保険 

  団体連合会 

 所在地   宮崎市下原町２３１番地１ 

 電話番号  ０９８５－３５－５３０１ 

 ＦＡＸ番号 ０９８５－２５－０２６８ 

・日南市 長寿課 

  介護保険係 

 所在地   日南市中央通１丁目１番２ 

 電話番号  ０９８７－３１－１１６０ 

 ＦＡＸ番号 ０９８７－３２－１９９６ 

・串間市 医療介護課 

  介護保険係 

所在地    串間市大字西方５５５０  

電話番号   ０９８７－７２－１１１１ 

ＦＡＸ番号 ０９８７－７２－６７２７ 



＜別紙１＞ 

短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）について 

（令和 6 年 4 月 1 日現在） 

１．介護保険証の確認 

ご利用のお申込みに当たり、ご利用希望者の介護保険証を確認させていただきます。 

 

２．短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）の概要 

短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）は、要介護者（介護予防短期入所療養介護にあ

っては要支援者）の家庭等での生活を継続させるために立案された居宅サービス計画に基づき、当

施設を一定期間ご利用いただき、看護、医学管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療

並びに日常生活上のお世話を行い、利用者の療養生活の質の向上および利用者のご家族の身体的及

び精神的負担の軽減を図るため提供されます。このサービスを提供するにあたっては、利用者に関

わるあらゆる職種の職員の協議によって、短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）計画が

作成されますが、その際、利用者・扶養者（ご家族）の希望を十分に取り入れ、また、計画の内容

については同意をいただくようになります。 

 

３．利用料金 

（１）短期入所療養介護の基本料金 

① 施設利用料（介護保険制度では、要介護認定による要介護の程度によって利用料が異なりま

す。以下は１日あたりの自己負担分です) 

             施設サービス費（1 割負担額） 施設サービス費（2 割負担額） 施設サービス費（3 割負担額） 

従来型個室 

（ⅰ） 

多床室 

（ⅲ） 

従来型個室 

（ⅰ） 

多床室 

（ⅲ） 

従来型個室 

（ⅰ） 

多床室 

（ⅲ） 

要介護１ ７５３円 ８３０円 １，５０６円 １，６６０円 ２，２５９円 ２，４９０円 

要介護２ ８０１円 ８８０円 １，６０２円 １，７６０円 ２，４０３円 ２，６４８円 

要介護３ ８６４円 ９４４円 １，７２８円 １，８８８円 ２，５９２円 ２，８３２円 

要介護４ ９１８円 ９９７円 １，８３６円 １，９９４円 ２，７５４円 ２，９９１円 

要介護５ ９７１円 １，０５２円 １，９４２円 ２，１０４円 ２，９１３円 ３，１５６円 

 

（２）各種加算 

下記の加算については、負担割合１割の方となります。「介護保険負担割合証」を確認させていた

だきます。２割負担・３割負担の方については、別添資料（個人負担額表）にて説明致します。 

① 送迎代（入所及び退所の際、ご自宅までの送迎を行なった場合）片道につき１８４円。 

ご利用者の容体が急変した場合等緊急時に所定の対応を行なった場合は､別途料金をいただきます｡ 

  ② 個別リハビリテーション実施加算       ２４０円 

③ サービス提供体制強化加算（Ⅰ）        ２２円 

④ 介護職員処遇改善加算（Ⅰ）      介護報酬総単位数の３．９％ 

⑤ 介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）   介護報酬総単位数の２．１％ 

⑥ 介護職員等ベースアップ等支援加算   介護報酬総単位数の０．８％ 

⑦ 生産性向上推進体制加算 （Ⅰ）１００円 （Ⅱ）１０円 



（１）介護予防短期入所療養介護の基本料金 

① 施設利用料（要介護認定による要支援の程度によって利用料が異なります。以下は１日当た

りの自己負担分です） 

             施設サービス費（1 割負担額） 施設サービス費（2 割負担額） 施設サービス費（3 割負担額） 

従来型個室 

（ⅰ） 

多床室 

（ⅲ） 

従来型個室 

（ⅰ） 

多床室 

（ⅲ） 

従来型個室 

（ⅰ） 

多床室 

（ⅲ） 

要支援１ ５７９円 ６１３円 １，１５８円 １，２２８円 １，７３７円 １，８３９円 

要支援２ ７２６円 ７７４円 １，４５２円 １，５４８円 ２，１７８円 ２，３２２円 

（２）各種加算 

下記の加算については、負担割合１割の方となります。「介護保険負担割合証」を確認させていた

だきます。２割負担・３割負担の方については、別添資料（個人負担額表）にて説明致します。 

① 送迎代（入所及び退所の際、ご自宅までの送迎を行なった場合）片道につき１８４円。 

ご利用者の容体が急変した場合等緊急時に所定の対応を行なった場合は､別途料金をいただきます｡ 

② 個別リハビリテーション実施加算      ２４０円 

③ サービス提供体制強化加算（Ⅰ）       ２２円 

④ 介護職員処遇改善加算（Ⅰ）      介護報酬総単位数の３．９％ 

⑤ 介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）   介護報酬総単位数の２．１％ 

⑥ 介護職員等ベースアップ等支援加算   介護報酬総単位数の０．８％ 

⑦ 生産性向上推進体制加算 （Ⅰ）１００円 （Ⅱ）１０円 

 

（３）その他の料金 

① 食費  １,４４５円（ 朝食 ３５０円 ・ 昼食 ５３０円 ・ 夕食 ５６５円 ） 

   （ただし、食費について負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載されている食費

の負担限度額が１日にお支払いいただく食費の上限となります。） 

② 滞在費（療養室の利用費）／１日 

    ・従来型個室      １,６６８円 

    ・多床室         ３７７円 

   （ただし、滞在費について負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載されている滞

在費の負担限度額が１日にお支払いいただく滞在費の上限となります。） 

＊上記①「食費」及び③「滞在費」において、国が定める負担限度額段階（第１段階から３段階

まで）の利用者の自己負担額については、別添資料（利用者負担説明書）をご覧ください。 

 ③ 日用生活品費        ２００円／日 

 ④ 教養娯楽費         １００円／日 

⑤ 洗濯代           ８００円／回 

⑥ 行事食代          ２２０円／回 

⑦ 家電持込料（電気代含む）  １１０円／日（テレビ・電気毛布）５５円（家電充電代） 

 

（４）支払い方法 

毎月１０日までに、前月分の請求書を発行しますので、その月の末日までにお支払いください。 

お支払いいただきますと領収書を発行いたします。 

お支払い方法は、現金、銀行振込、口座引落の３方法があります。入所契約時にお選びください。 



＜別紙２＞ 

個人情報の利用目的 
（令和 6 年 4 月 1 日現在） 

 

介護老人保健施設みどりの丘では、利用者の尊厳を守り安全に配慮する施設理念の下、お預かりし

ている個人情報について、利用目的を以下のとおり定めます。 

 

【利用者への介護サービスの提供に必要な利用目的】 

〔介護老人保健施設内部での利用目的〕 

・当施設が利用者等に提供する介護サービス 

・介護保険事務 

・介護サービスの利用者に係る当施設の管理運営業務のうち 

 －入退所等の管理 

 －会計・経理 

 －事故等の報告 

 －当該利用者の介護・医療サービスの向上 

〔他の事業者等への情報提供を伴う利用目的〕 

・当施設が利用者等に提供する介護サービスのうち 

 －利用者に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業者や居宅介護支 

援事業所等との連携（サービス担当者会議等）、 照会への回答 

 －利用者の診療等に当たり、外部の医師等の意見・助言を求める場合 

 －検体検査業務の委託その他の業務委託 

 －家族等への心身の状況説明 

・介護保険事務のうち 

 －保険事務の委託 

 －審査支払機関へのレセプトの提出 

 －審査支払機関又は保険者からの照会への回答 

・損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等 

 

【上記以外の利用目的】 

〔当施設の内部での利用に係る利用目的〕 

・当施設の管理運営業務のうち 

 －医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料 

 －当施設において行われる学生の実習への協力 

 －当施設において行われる事例研究 

〔他の事業者等への情報提供に係る利用目的〕 

・当施設の管理運営業務のうち 

 －外部監査機関への情報提供  


